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(1) 胎内市物価高騰対策地域商品券　　　　　　　 10,200冊
(2) 胎内市物価高騰対策地域商品券ポスター　　　　　　　　　 380枚

（元） (3) 胎内市物価高騰対策地域商品券折込み用チラシ・申込用紙　 10,600枚

(1) (2)   令和７年３月28日

(3)        令和７年３月10日
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胎内市物価高騰対策地域商品券等印刷仕様書 

 

１ 業務名 

胎内市物価高騰対策地域商品券等印刷 

 

２ 業務の内容 

（１）商品券の印刷 

（ア）名称 

胎内市物価高騰対策地域商品券 

（イ）数量 

10,200冊 ※店舗取扱用に見本を350枚作製し納品すること。 

（ウ）商品券の内容 

1冊あたりデザインの異なる10枚+3枚の本文13枚 

表紙及び裏表紙付き 

本文：表面カラー刷 裏面1色刷 

表紙：表面カラー刷 裏面1色刷 

（エ）紙質 

上質紙90kg程度 

（オ）製本 

ミシン加工 無線綴じ 表紙くるみ 

（カ）サイズ 

天地76㎜×左右160㎜程度 

（切取り後 天地76㎜×左右150㎜程度） 

（キ）偽造防止 

本文表面に下記いずれか一つ以上の偽造防止措置を行うこと 

・蛍光インク印刷 ・コピーガード印刷 

・ホログラム印刷 ・透かし印刷 

（ク）編集・デザイン 

本案件には編集及びデザインを含み、必要回数校正をすることとする。 

 

（２）店舗配付用ポスターの印刷 

（ア）名称 

胎内市物価高騰対策地域商品券事業ポスター 

（イ）数量 

380枚（内30枚は一部差分） 

（ウ）ポスターの内容 

片面カラー刷 

（エ）紙質 

コート135kg程度 

（オ）サイズ 

日本工業規格で定めるＡ３サイズ 

（カ）編集・デザイン 

本案件には編集及びデザインを含み、必要回数校正をすることとする。 
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（３）折込み用チラシ、申込用紙 

（ア）名称 

胎内市物価高騰対策地域商品券チラシ兼申込用紙 

（イ）数量 

10,600枚 

（ウ）内容 

両面1色刷り 10,600枚の内10,400枚を二つ折り 

（エ）紙質 

上質紙135kg程度 

（オ）サイズ 

日本工業規格で定めるＡ３サイズ 

（カ）編集・デザイン 

本案件には編集及びデザインを含み、必要回数校正をすることとする。 

 

（４）納品 

商品券は相応の扱いが必要であり、十分なセキュリティを講じ、期日を遵守し、安全かつ確

実に胎内市が指定する場所に納品すること。 

また、物品を納入するときは、施設設備を破損することのないよう配慮するとともに、万が

一破損した場合は、受注者が負担し現状に復すること。 

 （１）商品券 （２）ポスター 
(３)申込用紙 

※200枚 

(３)申込用紙 

※二つ折り10,400枚 

納品場所 
胎内市新和町2番10号 

胎内市役所 商工観光課（2F） 

新発田市富塚1419 

島津印刷株式会社 

納品期限 令和7年3月28日（金） 令和7年3月10日（月） 

 

（５）その他の留意事項 

（ア） 受注者は、本業務により知りえた情報等を本業務においてのみ使用することとし、これ

らを他の目的に使用し、又は他の者に漏洩してはならない、本業務の契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

（イ） 本業務に関する内容については、本仕様書による他、受注者の提案内容に従い、契約後

詳細な打合せにより、胎内市及び受注者双方の合意のうえ、決定するものとする。 

（ウ） 支払条件は、物品の納品が完了した後に行う検査に合格した後、適法な支払請求書を受

領した日から30日以内に支払うものとする。 

（エ） 胎内市財務規則、同規則別記２の委託契約約款及び本仕様書に基づき履行するものとし、

定めのない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ、決定するものとする。 

 

３ 問い合わせ 

胎内市新和町2番10号 

胎内市 商工観光課 商工振興係 

電話：0254-43-6111（内線1254） 


